
補足資料５ 

 

行政調査に関する根拠規定の例 

 

 

○出入国管理及び難民認定法 
（事実の調査）  
第５９条の２  法務大臣は，第７条の２第１項の規定による証明書の交付又は第１２条第１項，

第１９条第２項，第２０条第３項本文（第２２条の２第３項（第２２条の３において準用する

場合を含む。）において準用する場合を含む。），第２１条第３項，第２２条第２項（第２２条の

２第４項（第２２条の３において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。），第２

６条第１項，第５０条第１項若しくは第６１条の２の１１の規定による許可若しくは第２２条

の４第１項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には，入国

審査官に事実の調査をさせることができる。  
２  入国審査官は，前項の調査のため必要があるときは，外国人その他の関係人に対し 出頭を

求め，質問をし，又は文書の提示を求めることができる。  
３  法務大臣又は入国審査官は，第１項の調査について，公務所又は公私の団体に照会して必

要な事項の報告を求めることができる。 
 
○住民基本台帳法 
（調査）  
第３４条  市町村長は，定期に，第７条及び第３０条の４５の規定により記載をすべきものと

される事項について 調査をするものとする。  
２  市町村長は，前項に定める場合のほか，必要があると認めるときは，いつでも第７条及び

第３０条の４５の規定により記載をすべきものとされる事項について 調査をすることができ

る。  
３  市町村長は，前２項の調査に当たり，必要があると認めるときは，当該職員をして，関係

人に対し，質問をさせ，又は文書の提示を求めさせることができる。  
４  当該職員は，前項の規定により質問をし，又は文書の提示を求める場合には，その身分を示

す証明書を携帯し，関係人の請求があつたときは，これを提示しなければならない。 
 
○不動産登記法 
（登記官による調査）  
第２９条   登記官は，表示に関する登記について第１８条の規定により申請があった場合及び

前条の規定により職権で登記しようとする場合において，必要があると認めるときは，当該不

動産の表示に関する事項を 調査することができる。  
２   登記官は，前項の調査をする場合において，必要があると認めるときは，日出から日没ま

での間に限り，当該不動産を 検査し，又は 当該不動産の所有者その他の関係者に対し，文書若

しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの 提示を求め，

若しくは質問をすることができる。この場合において，登記官は，その身分を示す証明書を携

帯し，関係者の請求があったときは，これを提示しなければならない。 
 
○児童福祉法 
第５７条の３の３  （略） 
２  （略） 
３  厚生労働大臣は、障害児入所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、当該障

害児入所給付費等の支給に係る障害児の保護者又は障害児の保護者であつた者に対し、当該障

害児入所給付費等の支給に係る障害児入所支援の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件

の提出若しくは提示を命じ、又は 当該職員に質問させることができる。 
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４～７ （略） 
 

○国税徴収法 
（質問及び検査）  
第１４１条  徴収職員は，滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは，その必

要と認められる範囲内において，次に掲げる者に 質問し，又は その者の財産に関する帳簿書類

（その作成又は保存に代えて電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他の人の知覚によつて

は認識することができない方式で作られる記録であつて，電子計算機による情報処理の用に供

されるものをいう。）の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第１４

６条の２及び第１８８条第２号において同じ。）を 検査することができる。  
一  滞納者  
二  滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由があ

る第三者  
三  滞納者に対し債権若しくは債務があり，又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相

当の理由がある者  
四  滞納者が株主又は出資者である法人 
 
（官公署等への協力要請）  
第１４６条の２  徴収職員は，滞納処分に関する調査について必要があるときは，官公署又は

政府関係機関に，当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他

の協力を求めることができる。 


